
令和3年度

訪問看護出向事業の取り組み

•令和４年３月12日（土）13:30～

•広島県看護協会 事業部
江村陽子
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【本日の内容】

◆訪問看護出向事業の取り組み
・訪問看護出向事業の背景

・広島県看護協会の取り組みの経緯

・出向に関する解説

・訪問看護出向事業の期待する成果

・訪問看護出向事業のスキーム

・出向者における主な労働条件、労働保険・社会保険の適用

・施設間の出向協定書

・訪問看護出向事業のプロセス

・事前準備の内容

◆訪問看護出向に係る希望調査結果の報告
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訪問看護出向事業の背景

社会的背景
少子高齢多死社会、複数疾患を持つ高齢者の増加

入院期間の短縮化、世帯構造の変化

・早期退院・在宅療養支援の機
能強化がさらに重要となった。

・在宅療養支援の視点とスキル
を身につけ、患者・家族に個
別的支援を行うことが求めら
れている。

・訪問看護を実践できる看護
人材の育成

・訪問看護の理解の促進

病院 訪問看護ステーション
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広島県看護協会の取組みの経緯
年 度 内 容

平成27年～28年度
(2015年～2016年)

厚生労働省老人保健事業推進費補助金老人保健健康増進等事業
「訪問看護出向事業」を全国で14ケース実施 （日本看護協会）

平成30年3月
(2018年）

「訪問看護出向事業ガイドライン」作成 （日本看護協会）
（モデル事業で得られた成果と課題をもとに）

平成31年（令和元年）
(2019年)

「訪問看護ステーションの機能強化に関する実態調査」
訪問看護ステーション協議会が実施 （広島県）

令和2年度（2020年） 令和2年度「地域の中核病院等から訪問看護ステーションへの看護師派
遣システムの構築検討」

令和2年度（2020年） 訪問看護出向事業運営会議の設置 （広島県看護協会）
訪問看護出向システムの構築、『訪問看護出向事業の手引き』作成

令和3年度（2021年） 訪問看護出向希望調査の実施 （広島県看護協会）
モデル事業として1ケース実施
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• 「出向」とは、一般的には出向元事業主と何らかの関係を保ちながら、
出向先において新たな労働契約に基づき、相当期間継続的に勤務する形
態をいう。

• 「出向」には、在籍型出向と移籍型出向がある。

• 「訪問看護出向事業」は、在籍型出向により行う。

• 「在籍型出向」とは、出向元との労働契約を維持したまま、出向先とも
労働契約を結んで、出向先の指揮命令のもと業務を従事するものをいう。
出向元と出向先との「二重の雇用契約関係」となる。

出向に関する解説
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出向先（訪問看護ステーション）の成果

○訪問看護の理解の促進、魅力の発信

○病院と訪問看護ステーションの連携強化

○訪問看護を実践できる看護人材の育成・活
用

出 向 元 の 成 果

病院の成果 病院看護師の成果

○病院・病棟の機能強化
や看護職のスキルアップへ
の還元

○訪問看護ステーションと
の連携強化

○病院や病院看護師の役割
を地域にPR

○在宅療養可能な患者像の
広がり

○利用者本位の看護の実践

○在宅療養者を支えるサー
ビスや多職種との連携・調
整力

○病院の看護ケアや退院支
援に対する課題認識

訪問看護利用者（患者）への効果

○安心して在宅療養がおくれる

訪問看護出向事業の期待する成果
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訪問看護出向事業のスキーム
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① 賃金 出向元と出向先の取り決めによる

② 手当 出向元と出向先の取り決めによる

③ 賞与 出向元と出向先の取り決めによる

④ 退職金 原則として出向元の基準を適用

⑤ 労働時間・休憩・休日 原則として出向先の基準を適用

⑥ 有給休暇 出向元での勤続実績をもとに取得日数を算定

⑦ 健康管理・安全衛生 原則として出向先が配慮義務を負う

⑧ 服務規律 原則として出向先の基準を適応

⑨ 福利厚生 出向元と出向先の取り決めによる

⑩ 懲戒 出向先、出向元双方の基準を適用できる

⑪ 退職・解雇 原則として出向元の基準を適用

⑫ 労災保険 実際の労務提供先で適用

⑬ 雇用保険 主たる賃金の支払元

⑭ 健康保険・厚生年金保険 賃金の直接支払元

出向者における主な労働条件、労働保険・社会
保険の適用
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施設間の出向協定書
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準備期間
出向開始前2～1か月

出向期間
概ね1か月 残りの期間

ステップ1

出向前の
準備・調整

ステップ２

出向契約の
締結

ステップ３

同行訪問が中心

ステップ４

単独訪問が中心

ステップ５ 出向の評価とフォローアップ

訪問看護出向事業のプロセス

①出向実施目的

の明確化
②希望する出向
期間・時期
③出向者の選定

※DVD等の教材
利用による自己
学習（eラーニング
活用）

④出向条件の調整
・出向中の身分
・給与
・勤務時間
・休暇
・社会保険
・福利厚生
・労働災害補償
・損害補償

⑤出向協定書の作成

・担当者による指導
・ステーション内のカンファレンス
・同行訪問前後の指導
・退院前カンファレンスやサービ
 ス担当会議への参加
・地域の他機関・他サービスの
見学
・記録、報告書類の作成

・受持ち利用者の選定
・訪問看護の計画実施
・評価・報告書類の作成
・主治医やケアマネジャーとの連携・調整
・退院前カンファレンスやサービス担当会議へ
の参加

研修・教育 訪問看護業務出向前の調整

・出向看護師、病院担当者、訪問看護ステーション担当者、コーディ
ネーターによる定期的な情報共有（月1～2回程度）設定し、実施
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事前準備の内容

訪問看護ステーション
受入れ計画書の作成
１組織内の実施体制の整備
２地方厚生局・広島市への変更届提出
３出向者が使用する物品や移動手段の確保
４出向者の雇用に伴うリスク
５利用者や関係者への挨拶

病院（出向者）
看護管理者
１院内での合意を得る
２出向の実施目的
・施設として期待する成果
・出向に期待すること・学んできて欲しいこと

出向看護師
１出向者の実践目標（1か月、2か月、3か月）
・出向して学びたいこと

２出向に関する同意書の提出 （所属施設へ）
・出向に関する労働条件等

３「訪問看護eラーニング」での学習 （経費は看護協会が負担） 13



訪問看護出向に係る
希望調査結果の報告

調査期間：令和3年6月10日～21日 全体の回収率：57.1％

対 象：病院 109施設 回答73施設（回収率66.9％）
訪問看護ステーション 171施設 回答87施設（回収率50.9％）
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１ 訪問看護ステーションへの出向について

１）興味 （あ 66％ な 29％） ２）参加の希望（希望  16％ 希望 な 62％)

２ 参加してもよいと回答した施設へ

１）出向の目的として期待すること

看護師の能力強化(12）、連携の強化（10）、

スキルを活用した地域貢献（8）

病院

参加してもよ

い, 12, 16%

参加を希望しな

い, 45, 62%

どちらともいえな

い, 16, 22%

２）参加の希望

あ , 48, 

66%
な , 21, 

29%

NA, 4, 5%１）興味
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２）出向可能な期間

3か月（７）、6か月（１）、その他（2週間～1か月）(3)

３）事業開始にあたり整える条件

十分な説明と理解（10）、事務手続きの円滑化（10）

３ 事業への参加希望なし、どちらともいえないと回答した施設

１）参加できない理由

人員確保が難しい・他の職員への負担が増える（41）

病院・法人内に訪問看護ステーションを併設（28）

★参加してもよいと回答した施設 12施設 期間：3か月

16



１ 訪問看護ステーションの出向について

１）興味（あ 70％ な 26％） ２）参加の希望（希望  26％ 希望 な 37％)

２ 参加してもよいと回答した施設

１）出向の目的として期待すること

訪問看護への理解促進（22） 連携の強化（19）

訪問看護の知識やスキル向上（19）

訪問看護ステーション

参加して

もよい, 
23, 26%

参加を希

望しない, 
32, 37%

どちらと

もいえな

い, 26, 
30%

NA, 6, 
7%

２）参加の希望

ある, 
61, 70%

ない, 
23, 26%

NA, 3, 
4%

１）興味
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２）出向可能な期間

3か月（17）、6か月（3）、その他（1か月）(3)

３）事業開始にあたり整える条件

事務手続きの円滑化（8）出向看護師への相談・支援体制

３ 事業への参加希望なし、どちらともいえないと回答した施設

１）参加できない理由

指導者の確保が難しい・他の職員への負担が増える（45）

事務手続きが煩雑（19）

★参加してもよいと回答した施設 23施設 期間：3か月
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